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◎経済産業省からの周知依頼内容 

【感染者の就業制限の解除について】 

・ 宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点（日数を経過した時点）で、同時に

就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えない。 

・ 就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるも

のであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明（※）

を提出する必要はない。（※医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証

明又はＰＣＲ検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等） 

【濃厚接触者の待機期間の解除について】 

・ 解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はない。 

＜周知依頼文からの抜粋＞ 

→国内での感染者数が増える中で、企業等が勤務を開始する従業員に対し、証明を求め

ることはお控えいただくようお願いします。 

→現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、濃厚接触者の待機期

間短縮（７日から５日へ）のためにのみお使いいただきますようお願いいたします。 



（参考）就業制限解除までの期間について 

 
※上記期間はあくまでも現時点での目安です。就業制限の解除については医療保健関係者による健康状態の確

認を経て行われるものであり、職場への復帰については保健所の指示に従ってください。 

※詳細については、厚生労働省の下記事務連絡文書をご確認ください。 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて 

https://www.mhlw.go.jp/content/000891476.pdf 

・新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について 

（濃厚接触者である同居家族等の待機期間の取扱、社会機能維持のため必要な事業の従事者に対する取扱について記載） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf 
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